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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 4月 18日 (2007.4.18)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 エ ン ジ ン の フ ラ イ ホ イ ー ル に ク ラ ッ チ デ ィ ス ク 組 立 体 の ク ッ シ ョ ニ ン グ 機 能 付 き 摩 擦 部
材 を 押 し 付 け 及 び 押 し 付 け 解 除 す る た め の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 で あ っ て 、
　 前 記 フ ラ イ ホ イ ー ル に 固 定 さ れ た ク ラ ッ チ カ バ ー と 、
　 前 記 ク ラ ッ チ カ バ ー に 対 し て 相 対 回 転 不 能 に 連 結 さ れ 、 前 記 フ ラ イ ホ イ ー ル と の 間 で 前
記 摩 擦 部 材 を 挟 む た め の プ レ ッ シ ャ ー プ レ ー ト と 、
　 前 記 ク ラ ッ チ カ バ ー に 支 持 さ れ 、 前 記 プ レ ッ シ ャ ー プ レ ー ト を 前 記 フ ラ イ ホ イ ー ル 側 に
付 勢 す る ダ イ ヤ フ ラ ム ス プ リ ン グ と 、
　 前 記 ク ラ ッ チ カ バ ー に 支 持 さ れ 、 前 記 ダ イ ヤ フ ラ ム ス プ リ ン グ の 付 勢 力 に 対 抗 す る 荷 重
を 発 生 す る こ と で 、 前 記 ダ イ ヤ フ ラ ム ス プ リ ン グ の 変 位 量 に 対 す る 前 記 プ レ ッ シ ャ ー プ レ
ー ト へ の 押 付 荷 重 の 変 化 を 平 坦 化 す る た め の 第 １ 弾 性 部 材 と 、
　 前 記 ク ラ ッ チ カ バ ー に 支 持 さ れ 、 レ リ ー ズ 動 作 中 に 前 記 ダ イ ヤ フ ラ ム ス プ リ ン グ の 付 勢
力 に 対 抗 す る 荷 重 を 発 生 す る こ と で 、 前 記 摩 擦 部 材 の ク ッ シ ョ ニ ン グ に よ っ て 前 記 ダ
イ ヤ フ ラ ム ス プ リ ン グ の 変 位 量 が 増 大 す る 過 程 に お い て 、 前 記 プ レ ッ シ ャ ー プ レ ー ト へ の
押 付 荷 重 を 減 ら し て い く 第 ２ 弾 性 部 材 と 、
を 備 え た ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 ２ 弾 性 部 材 は 、 ク ラ ッ チ 連 結 状 態 か ら レ リ ー ズ 動 作 が 進 む に つ れ て 荷 重 を 大 き く
し て い く 、 請 求 項 １ に 記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 第 ２ 弾 性 部 材 は 複 数 の 弾 性 部 材 を 組 み 合 わ せ て 構 成 さ れ て い る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に
記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 ２ 弾 性 部 材 は 前 記 ク ラ ッ チ カ バ ー の 前 記 摩 擦 部 材 側 と 軸 方 向 反 対 側 に 配 置 さ れ て
い る 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 プ レ ッ シ ャ ー プ レ ー ト か ら 前 記 ク ラ ッ チ カ バ ー 側 に 延 び る 支 持 部 材 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 第 ２ 弾 性 部 材 は 前 記 支 持 部 材 に 対 し て 前 記 摩 擦 部 材 側 と 軸 方 向 反 対 側 に 荷 重 を 付 与
す る 、 請 求 項 に 記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 。
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【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 ２ 弾 性 部 材 は コ ー ン ス プ リ ン グ で あ る 、 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の ク ラ ッ
チ カ バ ー 組 立 体 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 摩 擦 部 材 の 摩 耗 に 対 し て 前 記 第 ２ 弾 性 部 材 の 姿 勢 を 維 持 す る た め の 摩 耗 補 償 機 構 を
さ ら に 備 え て い る 、 請 求 項 １ に 記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 摩 耗 補 償 機 構 は 、 前 記 摩 擦 部 材 が 摩 耗 し た と き に 前 記 第 ２ 弾 性 部 材 を 摩 耗 前 の 姿 勢
に 復 帰 さ せ る た め の 復 帰 機 構 を 有 し て い る 、 請 求 項 ７ に 記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 復 帰 機 構 は 、 前 記 プ レ ッ シ ャ ー プ レ ー ト か ら 前 記 ク ラ ッ チ カ バ ー 側 に 延 び る 支 持 部
材 と 、 前 記 支 持 部 材 に 対 し て 係 合 し て 前 記 第 ２ 弾 性 部 材 か ら 前 記 摩 擦 部 材 側 と 軸 方 向 反 対
側 に 荷 重 を 受 け る 支 持 係 合 部 材 と 、 前 記 支 持 部 材 に 対 し て ね じ で 係 合 し て 前 記 第 ２ 弾 性 部
材 か ら 前 記 摩 擦 部 材 側 と 軸 方 向 反 対 側 に 荷 重 を 受 け る 支 持 係 合 部 材 と 、 前 記 支 持 係 合 部 材
が 前 記 摩 擦 部 材 側 と 軸 方 向 反 対 側 に 移 動 す る 方 向 に 回 転 す る よ う 前 記 支 持 係 合 部 材 に 常 時
ト ル ク を す る 第 ３ 弾 性 部 材 と を 有 す る 、 請 求 項 ８ に 記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 摩 耗 補 償 機 構 は 、 前 記 第 ２ 弾 性 部 材 と 異 な る 位 置 で 前 記 プ レ ッ シ ャ ー プ レ ー ト か ら
前 記 ク ラ ッ チ カ バ ー 側 に 延 び る 支 持 部 材 と 、 前 記 支 持 部 材 に 摩 擦 係 合 し て 前 記 第 ２ 弾 性 部
材 か ら 荷 重 を 付 与 さ れ る 摩 擦 係 合 部 材 と を 有 し て い る 、 請 求 項 ７ に 記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー
組 立 体 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 請 求 項 ５ に 記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 は 、 請 求 項 に お い て 、 プ レ ッ シ ャ ー プ レ ー ト
か ら ク ラ ッ チ カ バ ー 側 に 延 び る 支 持 部 材 を さ ら に 備 え て い る 。 第 ２ 弾 性 部 材 は 、 支 持 部 材
に 対 し て 摩 擦 部 材 側 と 軸 方 向 反 対 側 に 荷 重 を 付 与 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 請 求 項 ９ に 記 載 の ク ラ ッ チ カ バ ー 組 立 体 で は 、 請 求 項 ８ に お い て 、 復 帰 機 構 は 、 プ レ ッ
シ ャ ー プ レ ー ト か ら ク ラ ッ チ カ バ ー 側 に 延 び る 支 持 部 材 と 、 支 持 部 材 に 対 し て ね じ で 係 合
し て 第 ２ 弾 性 部 材 か ら 摩 擦 部 材 側 と 軸 方 向 反 対 側 に 荷 重 を 受 け る 支 持 係 合 部 材 と 、 支 持 係
合 部 材 が 摩 擦 部 材 側 と 軸 方 向 反 対 側 に 移 動 す る 方 向 に 回 転 す る よ う 支 持 係 合 部 材 に 常 時 ト
ル ク を す る 第 ３ 弾 性 部 材 と を 有 す る 。
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